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 先日の学びたいむの時に、校長は１年生の数学の教室にお邪魔しました。あれ？とい 

う物珍しそうな表情で見られました。無理もありません、入学式の次の日から私は病気 

休暇を願い出て、入院の後に頸椎の手術をしたからです。術後、３か月はコルセットを 

着用して首を固定するという処置ですから、何とも違和感のある有様です。この入院・ 

手術には３年生の皆さんから千羽鶴をいただきました。現在は、校長室に飾ってありま 

す。見たい人は是非、校長室まで見にきてください。 

  

① 期末テスト後の部活動 

  右の主な行事と部活動の一覧をご覧ください。修学 

旅行直後に期末テストがあるため、大変窮屈な日程に 

なっています。 

 ア 東海三県連合輸送体に加わっているため、修学旅 

行の日程は、２年前に指定されています。この連合 

輸送体に加われば、日時と列車の時刻は自由になり 

ませんが、のぞみを利用した往復運賃は五千円程度、 

安くすみます。本校の日程が窮屈なのは日時が指定 

されるためです。 

 イ 夏季総体は、３年生の生徒の皆さんの集大成の大 

会です。三泗地区予選から、県大会、東海大会、そ 

して全国大会へとつながっていきます。この夏季総 

体で、これまでの練習の成果を余すことなく、存分 

に発揮してもらいたいと願っています。 

  そこで、期末テスト第２日である６／３０の午後と 

７／１の半日については、条件つきで部活動を認めた 

いと思います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  苦肉の策となっていることは十分、おわかりいただけると思います。保護者の皆様 

にご理解いただき、ご協力賜りますよう、どうかよろしくお願い申し上げます。 

ここにいま 
                               

期末テスト前後の主な行事と部活動 

               部 

６月１９（月）学びたいむ   × 

  ２０（火）先生たちの会議 × 

  ２１（水）事前指導(３年)  × 

  ２２（木）修学旅行    × 

  ２３（金）修学旅行    × 

  ２４（土）修学旅行    × 

  ２５（日）        × 

  ２６（月）３年生代休   × 

  ２７（火）        × 

  ２８（水）        × 

  ２９（木）期末テスト   × 

  ３０（金）期末テスト   △ 

７月 １（土）        △ 

   ２（日）        × 

   ３（月）期末テスト   ○ 

   ４（火）学びたいむ   × 

※６／２１は、１・２年生のみ、部 

 活動可、３年生は修学旅行事前指 

 導後、放課 

※夏季総体は殆どが７／２１から 

テスト期間中の部活動を認める特例 

 次の条件を満たした場合、平成２９年６月３０日の午後、同年７月１日の半日について、 

条件を満たした生徒についてのみ部活動を認める。 

 条件１  テスト勉強が順調に進められていること。 

   ２  テスト終了後の、各教科の提出物等について、既に完了していること。 

   ３  生徒の活動意欲が十分にあり、保護者の理解を得られていること。 

    ４  顧問が、実施することが妥当であると判断できる生徒たちの状況であること。 



② 部活動の欠席連絡 

  部活動には、熱心に取り組んでもらいたいと願っていますが、優先すべき順序があ 

ると考えます。生徒の皆さんと顧問の先生が部活動に取り組めるのは、ご家庭があっ 

て支えていただいているからです。私の考える優先順位とは、家族行事と部活動の順 

序です。もちろん部活動よりも、学業に主体を置くべきであることは揺るぎません。 

 前述のテスト期間中の部活動の特例も、学業に支障のない範囲・程度で、と考えての 

苦肉の策です。週休日や祝日だけでなく、平日でも家族行事があれば、そちらが優先 

されるべきだと思います。そこに、他の部員や顧問に対する遠慮は無用です。ただし、 

 必ず必要となるのは、顧問への事前の連絡です。やむを得ず当日の連絡となっても構 

いませんから、臆することなく連絡して、家族行事に参加して貴重な時間を味わって 

ください。必要以上に遠慮して、家族行事をあきらめてしまっている生徒がいないか 

と憂慮しています。 

   

③ 不審者情報 

  生徒が通学路として利用している道路周辺に不審者がいると、保護者の方から連絡 

 をいただきました。本校では、この情報を派出所・地区市民センターに連絡しました。 

 警察の巡回場所に加えていただくことと、市民センターに各団体の事務局があって、 

 それぞれの団体に情報が共有されるからです。幸い被害には至っていませんでしたが、 

 もし被害に遭っていたら、上述の２か所に加えて、市教委へ連絡して市の「子ども防 

犯掲示板」に掲載して四日市市内の幼稚園・保育園・小学校・中学校に注意を促しま 

す。さらに、校区の６校園に詳細を連絡して児童に注意喚起していただくことにして 

います。児童・生徒を守るためですから、遠慮なく「見かけたら」「被害に遭ったら」 

すぐに連絡をいただきたいと思います。また、その際には保護者の方が直接、警察に 

連絡していただくことも、躊躇するに及びません。どうか、校区の子どもたちの安全 

のためにご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

④ 個人情報を訊ねる電話 

  「西朝明中学校の田中と言いますが、お孫さんの家の電話番号を教えてください。」 

 としつこく電話で訊ねられたご家庭があったそうです。 

 ア 本校に田中という教職員はいません。 

 イ たとえ、親族であっても素性の知れない人に個人情報を知らせることは危険です。 

  本当に田中という教職員がいたとして、「折り返し、西朝明中学校にこちらから電 

 話しますから一旦、電話を切ります」と答えていただき、本校に通報していだくよう 

 にしてください。「学校の方なら、知らない方がおかしい」とか、「個人情報だから、 

 言えない」と相手を責めることもできると思いますが、不愉快な電話に長く付き合っ 

 ても、不毛なことに終始してしまうと思います。 


